
ペット探偵による迷子捜索サービス利用規約 

 

第１条（ペット探偵による迷子捜索サービス利用規約について） 

１．ペット探偵による迷子捜索サービス利用規約（以下「本規約」といいます。）は、 アニコ

ム損害保険株式会社（以下、「当社」といいます。）が当社および当社と提携する保険会社

（以下「提携保険会社」といいます。）のペット保険の契約者および被保険者（以下「契約者

等」といいます。）に対して提供する、ペット探偵による迷子捜索サービス（以下「本サービ

ス」といいます。）の利用等に関する事項を定めたものです。 

２．契約者等は本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。なお、契約者等が本

規約の全部または一部にご同意いただけない場合には、本サービスのご利用をお断りするこ

とがあります。 

３．当社および提携保険会社は、サービス対象期間中であっても本規約および本サービスの内

容を変更する場合があります。その場合、あらかじめ当社ウェブサイトまたは提携保険会社

のウェブサイトにて変更内容や効力発生日をお知らせします。 

 

第２条（ペット探偵による迷子捜索サービスの内容） 

１．契約者等は、当社および当社の業務委託先であるジャパン ロスト ペット レスキュー（運

営元：一般社団法人 アニマリア）（以下「サービス提供者」といいます。）から、以下のサー

ビスを受けることができます。 

（１）迷子になったどうぶつを契約者等が捜索するための、基本的なアドバイス 

（２）捜索のためのポスター、チラシの作成 

（３）迷子になったどうぶつの捜索および発見時の保護 

（４）捜索状況、捜索結果の報告 

 

第３条（ペット探偵による迷子捜索サービスの対象どうぶつ） 

１．本サービスの対象となるどうぶつは、本サービスが付帯されているペット保険契約のご契

約のどうぶつ（以下「契約どうぶつ」といいます。）とします。 

２．契約者等が飼育しているどうぶつで、契約どうぶつ以外のどうぶつは本サービスの対象と

なりません。 

 

第４条（ペット探偵による迷子捜索サービスの対象期間） 

１．本サービスの提供期間は、保険証券等記載の保険期間となります。 

２．本サービスの利用後に、サービスの対象でないことが判明した場合、費用はすべて契約者

等の負担となります。 

 

第５条（ペット探偵による迷子捜索サービスの提供を行わない場合） 



１．以下のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を受けることができません。 

（１）迷子になったどうぶつが、契約どうぶつでなくなった場合 

（２）契約者等の故意または重大な過失によって迷子が生じた場合 

（３）日本国外で迷子が生じた場合 

（４）地震、噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害によって迷子が生じた

場合 

（５）その他、本サービスの利用方法等が不適切であると当社またはサービス提供者が判断し

た場合 

２．１．に該当する場合において、当社およびサービス提供者が既に本サービスを提供してい

た場合は、その費用を利用者に請求することができます。 

 

第６条（ペット探偵による迷子捜索サービスの利用方法） 

１．契約者等は、本サービスの提供を受けるにあたり、事前にサービス提供者に契約者等であ

ることを通知し、保険証券番号、契約者名、契約どうぶつの情報等、サービス提供者が本サ

ービスを提供するために必要な情報を通知するものとします。 

２．本サービスにおいて契約者等がサービス提供者に対して行う情報伝達は、サービス提供者

の電話番号、ファックス番号、メールアドレスのいずれかに宛て発信することにより足りる

ものとします。 

３．当社およびサービス提供者は、契約者等から通知を受けた個人情報が業務上適切に取り扱

われるよう、業務従事者への指導・教育の徹底を図るとともに、個人情報を適正に取り扱

い、その安全管理について適切な措置を講じます。 

詳しくは当社「プライバシーポリシー」およびサービス提供者「プライバシーポリシー」を

ご確認ください。 

 

第７条（ペット探偵による迷子捜索サービス利用時の注意事項） 

１． サービス提供者に事前に契約者等であることを通知せずに迷子捜索を依頼し、後日、本サ

ービスの適用を、当社または本サービス提供者に申請した場合、本サービスは適用されませ

ん。 

２．本サービスは、捜索する契約どうぶつが必ず見つかることおよび無事に戻ることを保証す

るものではありません。 

３．本サービスの対価は無償とします。ただし 3日間の捜索期間を超えて追加で捜索を実施す

る際の追加費用については契約者等の負担となります。 

４．当社は、本サービスの提供、または本サービスの変更、遅延、中止、廃止その他本サービ

スに起因する、契約者等または第三者の被った損害、損失、不利益およびその費用につい

て、当社またはサービス提供者に故意または過失がない限り、法律上の請求原因の如何を問

わず、いかなる場合においても法令上の責任を超えて責任を負いません。ただし、当社また



はサービス提供者に軽過失がある場合、その損害賠償額は契約者等に現実に生じた通常かつ

直接の損害に限るものとします。 

５．当社は、システム障害、誤作動または通信回線の障害等の事由に起因して生じた本サービ

スの支障等の結果につき、当社またはサービス提供者に故意または過失がない限り、法律上

の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても法令上の責任を超えて責任を負いませ

ん。ただし、当社またはサービス提供者に軽過失がある場合、その損害賠償額は契約者等に

現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとします。 

 

第８条（遵守事項） 

契約者等は、本規約に基づく権利を第三者へ譲渡、貸与できないものとします。 

 

第９条（契約者等情報の提供および利用への同意） 

契約者等は、当社が本サービスを提供するため、契約者等の契約情報を当社のグループ会社お

よびサービス提供者に対して提供することにつき同意するものとします。 

 

第１０条（本サービスの中止、終了、変更等） 

以下に定めるいずれかの事由が生じたと判断した場合には、当社は、契約者等に事前に通告す

ることなく、本サービスの全部または一部の提供を中断、中止、終了または変更することがで

きるものとします。 

１．地震、噴火、洪水、津波等の天災地変、内乱、戦争、労働争議、法令の制定または改廃、

公権力による命令・処分、その他不可抗力により、本サービスの提供が不可能となった場合 

２．前項のほか、サービスの提供が困難な事情がある場合 

 

第１１条（準拠法） 

本サービスは、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。 

 

第１２条（合意管轄） 

本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専

属的合意管轄とします。 
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アニコム損害保険株式会社 

 


